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研究成果の概要（和文）：本研究により、米国の判例において、閉ざされた公共交通空間や住居空間に関しては
利用者の保護や住居の静穏の保護等の利益が重視され、今日においても「囚われの聴衆」理論を援用することで
憎悪表現の付随的規制が正当化される場面があることが確認できた。また、米国の大学において、ハラスメント
表現該当性が比較的幅広く解釈されて憎悪表現等の発信行為が不利益処分等の対象となった複数の事例があるほ
か、学説においては規制しうる表現の条件を具体的に示されていることが確認できた。さらに、日本の憎悪表現
規制に関する諸論点についての分析及び考察の結果を国際ジャーナル等において英語で公表することができた。

研究成果の概要（英文）：The PI found that 1) courts in the U.S. had utilized the concept of “
captive audience” to justify restriction of hateful or hostile messages, including hate speech, to 
provide protection for riders of public transportation or residents in residential premises and 2) 
U.S. universities or colleges in some cases had interpreted the concept of harassment broadly to 
include dissemination of hate speech within its definition and sanctioned such expression. The PI 
published multiple articles and presented at several academic conferences on the topics that were 
covered by the research project.

研究分野： 憲法学

キーワード： 表現の自由　ヘイトスピーチ　ヘイトクライム

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
日本国内に向けた研究成果の発表を通し、憎悪表現をめぐる日本国内の法制化又は学説上の議論に対し、比較憲
法学の視点を取り込みつつ一定の現実的視座を提供することができたと考えている。また、国際社会に向けた研
究成果の発表を通し、日本固有の憎悪表現に関する議論を諸国に向けて紹介すると同時に、他の法域に共通する
諸課題に関して日本法の観点からの視座を提供することができたと考えている。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



１．研究開始当初の背景 
 
人種等に関する偏見や憎悪に起因する甚大な人権侵害を経験した国際社会は、第二次大戦後、

憎悪や偏見に基づく表現（憎悪表現、ヘイトスピーチ）がそのターゲット集団の構成員の人格や
尊厳を侵害するだけでなく、社会全体に憎悪や偏見を浸透させて深刻な人権侵害を生じさせう
るという前提に立ち、人種差別思想及びそれに基づく言動を防止すべく、人種差別撤廃条約を採
択した。このような国際社会の動向を背景に、日本、米国及び韓国を除くすべての主要国は、こ
れまでにヘイトスピーチを防止するための国内法を整備してきた。 
日本は、1995 年に同条約に加入したものの、ヘイトスピーチ規制を求める第４条に留保を付

して国内法整備を避けてきたが、2000 年代に入り、国内の公共空間におけるヘイトスピーチの
流布が社会問題化したことをうけ、2016 年にヘイトスピーチ解消法（「本邦外出身者に対する不
当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」）を制定した。しかし、同法はヘイト
スピーチを非難するだけの理念法にとどまるため、とくに被害者を支援する法律家を中心に、ヘ
イトスピーチの刑事規制を求める声も強い。 
このような社会状況を背景に、日本国内では、ヘイトスピーチ規制の憲法上の問題点を検証し

た論稿が多数発表され、それらを通し、ヘイトスピーチが個人及び社会に及ぼす害悪が可視化さ
れ、とくに個人に対する害悪に関しては法的に計量可能であるとする学説も登場し、限定的なヘ
イトスピーチ規制を肯定する学説もみられるようになったが、他方で、表現の自由を保障する米
国連邦憲法修正一条の下でヘイトスピーチ規制を違憲と判断した米国連邦最高裁のＲＡＶ判決
（R. A. V. v. City of St. Paul, 505 U.S. 377 (1992)）に依拠した規制消極論への支持も根強い。 
しかし、連邦最高裁判決によってヘイトスピーチ規制が違憲と判断された米国においても、他

の法制度や法理論を通して、憎悪や偏見に基づく言動を防止するための体制が構築されている
のであって、本来、日本において米国のヘイトスピーチ規制消極論を参照する際には、このよう
な米国の複層的な差別防止策も視野に入れる必要があるにもかかわらず、現在の日本における
ヘイトスピーチ規制の合憲性をめぐる議論では、必ずしもその点への留意が十分ではない。そこ
で、本研究においては、米国の差別的言動に対抗するための諸法制を視野に入れつつ、日本にお
いて十分に検証されていない論点（下記参照）に焦点を当てた検証を行い、日本への応用可能性
を見極めることとした。具体的には、強固な修正一条の保障を前提とした米国の判例のなかでも
「囚われの聴衆」論を用いてヘイトスピーチの防止のための施策が正当化されうる場面と、大学
においてハラスメント禁止規則等を通してヘイトスピーチの防止を試みられる場面とに着目し
た。 
また、本研究では、日本国内のヘイトスピーチに関する法制度及び判例の状況並びにそれらに

対する憲法学上の分析状況が、国際社会に向けて十分に説明されていないとの認識に立ち、比較
憲法研究の手法を用いて日本のヘイトスピーチに関する法制度及び判例の分析を行ったうえで、
その成果を国際社会に向けて英語で発信することも課題の一つとすることとした。 
 
２．研究の目的 
 
本研究では、第一に、ＲＡＶ判決以後の米国においてもヘイトスピーチの制約が必ずしも違憲

とされてはいない場面があるにもかかわらず、そのことが日本国内において十分に認識されな
いままに規制消極論のみが紹介されているという認識に立ち、これらの場面におけるヘイトス
ピーチ対策をめぐる憲法上の論点を検証したうえで、日本の既存の判例及び学説との整合性を
見極めつつ考察を行うことを通して、日本国内における学術上ないし立法化議論に対して現実
的かつ有効な法制度及び理論のあり方を提示することを目的としている。 
第二に、国際社会において日本のヘイトスピーチへの法的対応及び憲法学上の議論について

の十分な情報が提供されていないという認識に基づき、日本のヘイトスピーチに関する法制度、
判例及び学説を分析した研究成果を諸外国に向けて英語で発表することを通して、国際社会に
おける日本国内の法制及び議論についての理解を促進するとともに、国際社会に対して日本の
法制及び議論から得られる視座を提供することも目標とした。 
 
３．研究の方法 
 
本研究においては、第一に、米国の「囚われの聴衆」論については、米国の判例のなかでヘイ

トスピーチの制約を正当化する文脈で援用されている場面に着目することとし、判例を網羅的
に調査することを通して該当判例を抽出し、それらの判例及び評釈を分析しつつ、日本国内の議
論との整合性を見極めながら考察を行うことを通し、日本国内の特定の空間における憎悪表現
の規制への応用可能性を検証した。また、米国の大学におけるヘイトスピーチ等の制約に関する
研究については、近年の米国の大学の実際の動向を調査したうえで、判例及び学説を網羅的に調
査して適切な文献を抽出し、それらを分析したうえで考察を行い、日本国内における議論に示唆
を与えうる部分を見極めるという作業を行った。なお、これらの研究に際しては、米国法のデー
タベースを活用し、判例及び学説を網羅的に調査することを通して全体像を把握したうえで、注
視すべき資料を抽出し、それらを精査して考察を行うという一般的な研究手法を用いた。 
第二に、日本のヘイトスピーチ規制に関する英語での研究成果の発表については、上記の比較



法研究をふまえつつ、日本の法令、判例及び学説をふまえた考察を行ったうえで口頭報告及び論
文発表を行った。 

 
４．研究成果 
 
本研究は、３年間で完了することを予定していたが、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、

３年目の研究活動が大幅に制約されることとなり、４年目も制約が続いたため、研究期間を２年
間延長することとなった。 
 
（１）日本国内に向けた研究の成果 
第一に、「囚われの聴衆」に向けられた表現の規制を正当化した米国の判例を分析したところ、

アメリカの判例においては、公園や路上などの開かれた公共空間における言論行為については
ほぼ絶対的な自由の保障が強く要請されているものの、公共交通の閉ざされた車内空間や住居
空間に関しては、公共交通の利用者の保護や住居の静穏の保護が要請されるなかで今日におい
ても「囚われの聴衆」理論が用いられることがあり、ヘイトスピーチを含む表現行為の規制が正
当化される場面があることが確認された。当該論点については、国内の研究会において報告を行
ったほか、論文において言及した（後掲・雑誌論文 2020・2021）。 
第二に、日本及びアメリカの大学におけるハラスメント防止規程等に基づく憎悪表現の規制

に焦点を当てた研究を行った。一連の研究を通し、アメリカにおいてハラスメント表現該当性が
比較的幅広く解釈されて不利益処分等の対象となった事例が複数確認されたほか、アメリカの
学説上、学生の教育環境の保護と修正一条（表現の自由）の保障との調整をめぐる従来型の対立
が継続する一方で、近年は政治的見解までもが規制対象とされることへの警戒感が提示されつ
つ、大学において規制しうる表現の条件が具体的に提示されていることが確認できた。当該研究
成果をふまえ、日本の大学におけるハラスメント言論をめぐる法制及び具体的事例を分析した
うえで、国際学会において比較憲法学的報告を行った（後掲・学会発表 2019）。 
これらの研究活動を通し、比較憲法学の視点を取り込みつつ、日本におけるヘイトスピーチ規

制をめぐる議論に対し、一定の現実的視座を提供することができたと考えている。 
 
（２）国際社会に向けた研究の成果 
上記の研究活動と並行して、日本国内におけるヘイトスピーチ規制に関する憲法学上の議論

を国際社会に発信することを目標とした研究活動も行った。まず、日本のヘイトスピーチに関す
る法制、判例及び学説の分析をふまえた総合的考察結果を、国際学会において報告した（後掲・
学会発表 2018）。そのうえで、国外向けの研究発表のための基盤としての研究に取り組んだ。具
体的には、アメリカにおける社会の分断化現象とそこから生じる憎悪表現規制への警戒感をめ
ぐる議論を踏まえつつ、日本社会の諸学説を分析したうえで、規制への警戒感を一定程度顧慮し
つつも憎悪表現のもたらす法益侵害の発生を防止しうる現実的な対応策（とくにジェノサイド
扇動表現の規制の導入可能性）を提示した（後掲・学会発表 2020）。また、大阪市ヘイトスピー
チ対策条例を合憲とした 2020 年 1 月 17 日の大阪地裁判決に焦点を当て、当該判決によるヘイ
トスピーチ規制の正当化理論の検証を行い、自治体条例によるヘイトスピーチ規制の限界を指
摘した（後掲・雑誌論文 2021）。 
これらの研究成果をふまえ、地方自治体の条例を通したヘイトスピーチ規制に関する判例及

び学説状況に関して、国際学会で報告を行った（後掲・学会発表 2021）。次に、国内におけるヘ
イトスピーチの一類型として、インターネット上における被差別部落の地名の公表の問題に焦
点を当て、従前の学説及び近年の諸判決をふまえた分析も行い、国際学会で報告を行った（後掲・
学会発表 2022）。 
 
（３）発展的研究 
さらに、本研究の発展的研究として、南アフリカ共和国のヘイトスピーチ規制問題についての

同国研究者の論文を紹介する日本語の論考（後掲・雑誌論文 2018）を刊行したほか、同論考の
なかで、国家の法制度を通して過去の自国の歴史をめぐる記憶（差別主義の歴史の記憶を含む）
の再構成を試みる「記憶の法（memory law）」の問題に焦点を当て、ヘイトスピーチの一類型と
して位置づけられる、特定の人種等の集団が過去に被った被害を否定又は軽視する言論を規制
する法制及び学説等を分析した欧州の論考の紹介も行った（なお、日本における「記憶の法」に
ついて、後掲・学会発表 2019）。また、主に女性を侮辱又は攻撃する目的でなされる個人の性的
画像の同意なき拡散行為にも焦点を当て、当該行為に関する日本国内の近年の法改正と判例状
況を分析・考察したうえで、英語の論文として公刊したうえで（後掲・雑誌論文 2022）、オンラ
イン・シンポジウムでの報告も行った（後掲・学会発表 2022）。 
これらの研究活動を通して、日本固有のヘイトスピーチの問題に関する研究を国際的に発信

すると同時に、多くの法域に共通する表現の自由をめぐる問題に関する日本法の観点からの分
析を提供することもできた。また、学会報告及び刊行論文へのフィードバックを通して、国際社
会における日本の憎悪表現に関する憲法論の相対的位置づけが明確となり、今後の研究活動へ
の示唆を得ることもできた。 
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